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下⽔道管理技術認定試験 

  

地⽅共同法⼈ ⽇本下⽔道事業団では、年１回、全国の主要 10 都市で管理技術認定試験を⾏っています。 
  

試験の⽇程・実施場所は、技術検定と同⼀となっています。 
  
認定試験は、下⽔道管路施設の維持管理業務に従事する技術者の技術⼒を公平に判定し認証することによ
り、管路施設維持管理の健全な発展と技術者の技術⽔準の向上を図り、もって下⽔道の適正な維持管理に資
することを⽬的とした制度です。 
  
本試験は、公務に携わっている⽅、⺠間の⽅を問わず管路施設の維持管理業務に従事している⽅等どなたで
も受験いただけます。令和 4 年度までの合格者は 33,152 ⼈となっています。 
  
  
◇（公社）⽇本下⽔道管路管理業協会の実施する下⽔道管路管理技⼠試験との関係 
（公社）⽇本下⽔道管路管理業協会が実施する下⽔道管路管理技⼠試験のうち「総合技⼠」及び「主任技
⼠」部⾨においては、本認定試験（管路施設）、技術検定（第１種、第２種、第３種）いずれかの合格者で
あることが受験資格となっています。詳細については（公社）⽇本下⽔道管路管理業協会のホームページを
ご覧ください。 
  

  

■試験区分・試験内容 

  
■試験区分及び対象 

試験区分 試験の対象 

管路施設 管路施設の維持管理を適切に⾏うために必要とされる技術 
  
■試験科⽬及び試験の内容 

試験区分 試験科⽬ 内 容 

管路施設 

⼯場排⽔ 
⼯場及び事業場からの排⽔ならびに排⽔が下⽔道に与える影響に関する⼀般
的な知識を有すること 

維持管理 管路施設の維持管理その他の管理に必要な知識を有すること 

安全管理 管路施設の安全管理に関する⼀般的な知識を有すること 

法規 下⽔道関連法規に関する⼀般的な知識を有すること 

 
 



◇下⽔道管理技術認定試験（処理施設） 

平成 15 年度まで実施していた下⽔道管理技術認定試験（処理施設）は、第 3 種技術検定に⼀本化して実施
しています。 
  
この認定試験（処理施設）の第 3 種技術検定との⼀本化は、平成 15 年度までの認定試験（処理施設）に合
格した効果に影響を及ぼすものではなく、認定試験（処理施設）合格は下⽔道処理施設維持管理業者登録規
程（昭和 62 年建設省告⽰第 1348 号）による登録においては、「第 3 種技術検定」合格とみなされるとと
もに、平成 18 年 3 ⽉末の関係法令の改正により、下⽔道法第 22 条の関係では認定試験（処理施設）合格
者は第 3 種技術検定合格者と同⼀に取り扱われることになっています。 
 

（下⽔道管理技術認定試験（管路施設）は、例年どおり実施しています） 

   

■受験に関するお問い合わせ先 
  

 

 

 

 

 

 

 


